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１ 那珂川町木材需要拡大事業費補助金の概要 

 

 那珂川町木材需要拡大事業費補助金（以下「補助金」とします。）は、一定の

要件を満たす木造住宅を建築又は購入された方に対し、最大で３００万円まで

補助する事業です。 

 補助対象者などの要件や補助金の内容については次のとおりです。 

 

（１）補助金の目的 

   この補助金は、町内の木材関連産業の活性化と定住化の促進が目的です。 

 

（２）補助金に関する用語の意味 

   補助金の交付にあたって、各用語の意味する内容は次のとおりです。 

   ・新築住宅：補助申請者自身が居住するために建築又は購入する木造住宅

で、延床面積の２分の１以上を居住用とするもの。共同住宅を除き、増

改築及びリノベーション、リフォーム、模様替えは該当しない。 

   ・八溝材：町内で生産された木材又は町内の木材業者が取り扱った八溝産

材のこと。 

   ・定住：永住を前提として町内に住民登録し、主な生活の場が町内にある

こと。 

 

（３）補助金の対象者 

   補助金の対象者は、次の全てに該当する方です。 

① 町内に定住する目的で新築住宅を取得する個人の建築主又は購入者 

② 町内に住民登録している方又は町外に住所があるが新築住宅の取得

を機に町内に住民登録する方 

③ 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税を滞納していない

方 

 

（４）補助金の対象となる住宅 

   補助金の対象となるのは、新築住宅の使用木材量（㎥）のうち６０％以上

に八溝材が使用されている住宅です。 

   建売などの購入で住宅を取得して補助金を受ける場合は、事前に使用木

材量の内訳を確認するなど、十分ご注意ください。 

 

（５）補助金・基本部分の内容 

   補助金の基本部分の額は、新築住宅における居住部分の延床面積１㎡に

つき２，０００円とし、最大３０万円までとします。（千円未満切捨） 
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   例：延床面積１２０㎡の場合 120 ㎡×2,000 円＝240,000 円 

     延床面積１６０㎡の場合 160 ㎡×2,000 円＝320,000 円 

                          ⇒300,000 円 

 

（６）補助金・加算部分の内容 

   補助金の加算部分は、上記（５）の基本部分で該当になった方が対象で、

その内容は次のとおりです。ただし、②の加算を受ける場合は、③の加算は

対象となりません。 

① 町内の建築業者と契約して新築住宅を取得した場合 

    町内に本店がある建築業者と主契約を締結して新築住宅を取得した場

合は、一律５０万円を加算します。 

    主契約とは元請契約のことで、下請け契約などは対象になりません。 

 

② 平成３０年４月１日以降、初めて那珂川町に移住する場合 

    申請者本人と同居する家族の全員が、これまで那珂川町に住所を有し

たことがなく、初めて町内に転入する場合（全員がＩターン者）は、一律

１００万円を加算します。 

    例えば、配偶者が那珂川町の出身である（家族にＵターン者がいる）場

合などは対象になりません。 

 

③ 新築住宅に係る土地を購入した場合 

    新築住宅に係る敷地として土地を現金で購入した場合は、土地購入費

の実費分を、最大１００万円まで加算します。（千円未満切捨） 

    転入、転居の別や購入の時期は問いませんが、譲渡や交換、有価証券等

の支払いで土地を取得した場合は対象になりません。 

 

④ 新築住宅に居住する申請者の世帯に１８歳以下の子どもがいる場合 

    申請者の世帯に、申請者が養育する満１８歳になってから最初の３月

３１日を迎えるまで（一般の高校卒業まで）の実子がいる場合は、子ども

１人につき３０万円、最大１２０万円（４人）まで加算します。 

    対象は、補助金申請時点で住民登録されている子どもで、妊娠中のお腹

の子や出生しているものの町に出生届がまだ出されていない子は対象に

なりません。 
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設計書完成 

建築工事契約 

八溝材納入 

上棟 

住宅完成・引渡 

５カ月後 

６カ月後 

時系列 申請者及び町による手続き 

 設 計 書 な ど 、 住 宅 の 使 用 木 材 量 と 八 溝 材 使 用 量 が わ か る 資 
料 を 持 参 の う え 、 産 業 振 興 課 に 来 庁 。 担 当 が 聞 き 取 り で 事 業 計 
画 書 を 作 成 し 、 内 容 に 問 題 が な け れ ば 要 望 書 を 提 出 し て も ら う 。 
同時に八溝材の確認検査日を調整する。 

 必 要 書 類 を 全 て 添 付 の う え 、 交 付 申 請 書 を 産 業 振 興 課 に 提 
出。同時に現地確認日を調整する。 

 八 溝 材 が 木 材 業 者 に 納 入 さ れ た 時 点 ま た は 建 築 現 場 に 納 入 
に さ れ た 時 点 で 担 当 が 現 地 で 確 認 。 産 地 が 明 記 さ れ た 産 地 証 
明書や納品書等で確認する。 

１カ月後 

２カ月後 

３カ月後 

４カ月後 

申請者：要望書の提出（八溝材納入の７日前まで） 

町：八溝材の確認検査（八溝材納入日） 

申請者：交付申請書の提出（住宅引渡後３カ月以内） 

町：書類審査、現地確認（申請受理後１カ月以内） 

町：交付決定（現地確認後１カ月程度） 

申請者：交付請求書の提出（交付決定後１カ月程度） 

町：支払い（請求書受理後１カ月程度） 

２ 補助金申請の方法 

 

 補助金の申請にあたっては、交付申請前に要望書をご提出いただき、新築住宅

に使用する八溝材を町職員が確認することとしています。 

 要望書、申請書ともに提出期限がありますのでご注意ください。 

 

（１）補助金交付までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

 

※このフロー図は住宅を建築して取得する場合を想定しています。 
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（２）必要な書類、注意点など 

   補助金の要望、交付申請にあたっては、次のとおり書類をご準備のうえ、

町産業振興課までご提出ください。 

※ 平成３１年度から、申請時点で提出を求めていた資料の一部を、要望

時点で提出していただくこととしましたのでご注意ください。 

 

  要望について 

   ① 提出書類 

    ・補助金要望書 

    ・補助金事業計画書 

    ・新築住宅の位置図及び平面図 

    ・設計書など新築住宅の使用木材量と八溝材の使用量がわかる書類 

    ・町外から転入される方：当該年の 1 月 1 日時点で住所を登録してい

た市区町村の納税証明書 

    ・１（６）①の加算を要望する方：契約書の写し 

    ・１（６）②の加算を要望する方：戸籍附表など 

    ・１（６）③の加算を要望する方：土地購入の係る契約書及び領収書の

写し、土地の所有権が確認できる登記簿など 

    ・１（６）④の加算を要望する町外から転入される方：本籍・続柄入り

の住民票など 

    ・その他町が必要と認める書類 

   ② 提出期限 

新築住宅に使用する八溝材が、町内の木材業者の事業所又は住宅建築

現場などに納入される日の７日前まで。 

※ 建売住宅など購入で住宅を取得し、上記の期日が既に過ぎている場

合は、購入契約日の７日前までとします。 

③ 注意点 

・要望書提出時点で準備することができない資料がある場合はご相談

ください。 

・要望書提出後、町が書類審査及び確認検査を実施し、補助金交付の内

示を行います。 

 

  申請について 

① 提出書類 

    ・補助金申請書 

    ・新築住宅の登記簿謄本又は引渡通知書 

    ・新築住宅の木材納入業者による八溝材の出荷証明書 
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    ・新築住宅の建築業者による木材使用証明書（要望時と数量に違いがあ

る場合は計算書等も添付） 

    ・新築住宅の工事写真（軸組の様子がわかるもの）、完成写真 

・町に口座登録がない方：振込を希望する口座の通帳の写し（見開き１

ページ目） 

・その他町が必要と認める書類 

② 提出期限 

新築住宅の引渡後３カ月以内 

③ 注意点 

・申請書類に不足や不備があった場合は、それらが補完された時点で受

理することとなります。 

・申請書提出後、町が書類審査及び現地確認を実施し、補助金交付の決

定を行います。 

 

  請求について 

① 提出書類 

    ・補助金請求書 

    ・補助金交付決定通知書の写し 

    ・その他町が必要と認める書類 

② 提出期限 

交付決定後、概ね１カ月以内 

③  注意点 

・申請者本人名義の口座以外には振り込みできません。 

 

（３）補助金交付後について 

   補助金の交付を受けた後は、次のことにご留意ください。 

◆ 補助金は、新築住宅１軒につき１名限り１回のみの交付が原則ですの

で、追加交付はできません。 

◆ 補助金の交付を受けた新築住宅は、転売及び転貸を禁止します。 

◆ 上記の禁止事項の発覚や、申請内容に虚偽・違反等があった場合は、

補助金の返還を求める場合があります。 
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３ 補助金に関するＱ＆Ａ 

 

【対象住宅】 

 Ｑ１ 店舗兼住宅を建築したのですが、補助金の対象になりますか？ 

⇒ 店舗等との併用住宅は、店舗等が非木造であっても、住居部分が木造

であれば対象となります。この場合、住居部分の延床面積をもって補助

金を算出することになります。 

 

【申請の方法】 

 Ｑ２ 夫婦共同で建築主となっていますが、どのように補助金を申請すれば

よいですか？ 

⇒ 新築住宅の取得者が２人以上いる場合、補助金の申請者は１人とし、

他の方は当該申請者が補助金を申請することに同意する旨の書面を、

補助金申請時にご提出ください。 

 

 Ｑ３ 町外在住で、すでに新築住宅の引渡しを受けましたが、仕事の都合で、

まだ町内に住民登録できていません。補助金申請はできますか？ 

⇒ 町内に住民登録がなくても補助金の申請は可能ですが、転入の時期

が相当期間遅れる場合は、転入に関する確約書などをご提出いただく

こともありますので、まずは町産業振興課にご相談ください。 

 

 Ｑ４ 要望書の提出期限が「八溝材納入の７日前まで」とされていますが、納

入の日とはいつのことですか？ 

⇒ 町職員が八溝材の確認検査をする都合上、木材業者の事業所に納入

される日を想定していますが、木材業者が町外などの遠方で確認検査

が困難な場合は、新築住宅の建築現場に八溝材が納入された日となり

ますので、事前にご相談ください。 

 

 Ｑ５ 建売の購入で住宅を取得する場合、要望書はいつまでに提出すればよ

いですか？ 

⇒ 購入により住宅を取得される場合は、購入契約日の７日前までに要

望書をご提出ください。 

 

【町内建築業者の加算】 

 Ｑ６ 住宅建築に係る契約が、建築工事、電気工事、設備工事と分かれていま

す。どういった場合に町内建築業者の加算対象になりますか？ 

⇒ 住宅建築に係る工事契約が複数に分かれている場合は、建築工事部
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分を町内に本店がある建築業者と契約していれば対象となります。 

 

【移住の加算】 

 Ｑ７ 数年前にＩターンで那珂川町に移住し、平成３０年４月１日以降、町内

に新築住宅を所得して転居しようと思いますが、移住の加算対象になり

ますか？ 

⇒ 移住の加算は、平成３０年４月１日以降の転入が対象となりますの

で、今回の場合は加算対象にはなりませんが、土地を購入している場合

はそちらの加算をご検討ください。 

 

 Ｑ８ 高校卒業まで那珂川町に住民登録しており、その後大学進学や就職で

他の市区町村に長らく居住していた者ですが、平成３０年４月１日以降

の転入でも、移住の加算対象にならないのですか？ 

⇒ 移住の加算は、平成３０年４月１日以降のＩターン者のみを対象と

しており、Ｕターン者は対象にはなりませんが、土地を購入している場

合は加算がありますので、そちらをご検討ください。 

 

【土地購入の加算】 

 Ｑ９ 庭や駐車場を確保するために、新築住宅の底地に隣接する土地を購入

しましたが、土地購入の加算対象になりますか？ 

⇒ 新築住宅取得のために必要な敷地の購入であれば対象となります。 

 

 Ｑ１０ 新築住宅の敷地を夫婦の共同で購入しましたが、土地購入の加算対

象になりますか？ 

⇒ 申請者以外の共同購入者も新築住宅に居住される場合は対象になり

ます。新築住宅に居住しない方と共同購入した場合も対象にはなりま

すが、土地の持分割合で土地購入費を按分するなどして加算額を算出

することになります。 

 

 Ｑ１１ 土地売買契約を締結しましたが、補助金申請時点でまだ地代の支払

いが済んでいない場合、土地購入の加算対象になりますか？ 

⇒ 土地購入の加算には、契約書の他、領収書や登記簿が必要となります。

分割（ローン）払いで購入の場合、契約書に支払計画を明記し、町へ確

約書を提出いただければ加算対象となります。 

 

 Ｑ１２ 公共工事の用地買収に自宅がかかり、その代替地として工事発注者

から提供された土地に住宅を新築した場合、土地購入の加算対象になり
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ますか？ 

⇒ この加算は、現金による土地の購入が条件ですので、この場合は加算

対象になりません。現金で土地を購入した場合でも、公共工事等に係る

補償費を受けている場合は、土地購入費から当該補償費を差し引いた

残額が対象になります。 

 

【子どもの加算】 

 Ｑ１３ 住所は町内にあるものの、県外の高校に進学し、同居していない子ど

もがいる場合、子どもの加算対象になりますか？ 

⇒ 遠方への進学や留学などで、相当期間同居しない子どもがいる場合

でも、町内の住民登録の有無に関わらず、申請者が養育している実子で

あれば対象になります。 

 

 Ｑ１４ 親族の子を預かっている場合、子どもの加算対象になりますか？ 

⇒ 子どもの加算は、戸籍上の実子のみを対象としているので、親族の子

や里子などは、申請者が養育している場合でも対象になりません。 

 

【その他】 

 Ｑ１５ 夫婦共働きで日中は不在なので、書類の提出や確認検査などの立会

が難しいのですが、どうすればよいですか？ 

⇒ 書類については、建築業者などが代行してご提出いただくことも可

能ですが、内容で確認したい事項があった場合には連絡させていただ

きますので、携帯電話などの連絡先をお教えください。 

また、八溝材の確認検査については、木材業者や建築業者に立ち会っ

ていただくので問題ありませんが、住宅引渡後の現地確認は申請者の

立会が必要となりますので、日程をご相談させてください。 

 

 Ｑ１６ 住宅の建築に関して、この補助金以外にも対象になり得る補助はあ

りますか？ 

⇒ 次の事業などは、この補助金と併用可能ですので、詳しくはそれぞれ

の窓口にご相談ください。その他の補助金等については、各自ご確認く

ださい。 

    ・とちぎ材の家づくり支援事業 

     窓口：栃木県環境森林部林業木材産業課 TEL 028-623-3277 

    ・すまい給付金 

     窓口：国土交通省すまい給付金事務局 TEL 0570-064-186 

    ・那珂川町木造住宅耐震診断等事業補助金 
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    ・那珂川町木造住宅耐震改修等事業補助金 

     窓口：那珂川町建設課 TEL 0287-92-1118 

 

 Ｑ１７ この補助金は、確定申告の住宅ローン控除における「一時所得」に

該当しますか？ 

   ⇒ この補助金は、町単独の補助金ですので、「一時所得」に該当しま

すが、計算式によって金額を算定すると、交付額５０万円未満は０円

になりますので、実際には交付額５０万円以上の場合に申告が必要で

す。 
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４ 補助金様式集 

 

補助金要望に必要な書類 

・補助金要望書   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１０ 

・補助金事業計画書   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１１ 

 

補助金申請に必要な書類 

・補助金申請書   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１２ 

・新築住宅の木材納入業者による八溝材の出荷証明書   ・・・Ｐ１３ 

・新築住宅の建築業者による木材使用証明書   ・・・・・・・Ｐ１４ 

 

補助金請求に必要な書類 

・補助金請求書   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１５ 

 

その他の書類 

・申請者の補助金申請に対する同意書  ・・・・・・・・・・・Ｐ１６ 

 

 

 

 

 

 

  



11 

 

参考様式第1号(第4条関係) 

 

令和  年  月  日  

 

 那珂川町長       様 

 

住 所                

氏 名                 

 

令和  年度那珂川町木材需要拡大事業費補助金要望書 

 

 令和  年度において、那珂川町木材需要拡大事業を実施したいので、那珂川

町木材需要拡大事業費補助金交付要綱第３条の規定に基づき認定されるよう、

事業計画書等を添えて要望します。 

 

 添付資料 

１ 事業計画書 

２ その他 
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別記様式第１号（第３条関係）

◆申請者に関する事項

◆新築住宅に関する事項

予定

完了

◆新築住宅の居住者に関する事項

【税情報等の提供にあたっての署名欄】

現住所

引渡予定 令和　　　年　　　月　　　日頃

八溝材
納入予定

令和　　　年　　　月　　　日頃
（町内木材業者納入・建築現場納入）

居住開始
予定

令和　　　年　　　月　　　日頃

令和　　　年　　　月　　　日契約日

那珂川町木材需要拡大事業費補助金　事業計画書

自宅 ・ 携帯 ・ その他（　　　　　　　）

建築（建築主：　　　　　　　　）

購入（購入者：　　　　　　　　）

連絡先

性別 生年月日
昭和

　　　　　年　 　月　 　日

平成

取得形態
(取得者)

令和　　年　　月　　日提出日

ふりがな

申請者

男

女

新築住宅
所在地

那珂川町

本人

名前（年齢）

（　）

（　）

（　）

続柄
(申請者から)

職業 続柄
(申請者から)

職業名前（年齢）

（　）

町が、那珂川町木材需要拡大事業費補助金の交付にあたって必要な町民税、固定資産
税、軽自動車税及び国民健康保険料の情報（同一世帯員を含む）及び世帯情報を閲覧する
ことに同意します。

申請者氏名

（　） （　）

（　）

（　）
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様式第１号(第４条関係) 

 

令和  年  月  日 

 

 那珂川町長  様 

 

申請者 住  所                

氏  名                 

 

令和  年度那珂川町木材需要拡大事業費補助金交付申請書 

 

 令和  年度において、木材需要拡大事業について那珂川町木材需要拡大事業費補助

金          円を交付されるよう、那珂川町補助金等交付規則第４条の規定

により、次の関係書類を添えて申請します。 

 

関係書類 

 １ 新築住宅の位置図及び平面図 

 ２ 新築住宅の登記簿謄本又は引渡通知書 

 ３ 木材納入業者による出荷証明書 

 ４ 建築業者による木材使用証明書 

 ５ 工事現場の写真、完成写真 

 ６ その他 
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別記様式第２号（第５条関係） 

出 荷 証 明 書 

出 荷 材 積 数 量                   m3 

 

 

 

 

 

 

 

材積内訳 

樹 種 長 さ 寸 法 等 級 本 数 材 積 備 考 

              

              

              

              

              

              

              

              

納 入 日 令和  年  月  日  納入場所   

施工業者名   建 主 名   

納入業者名 

 

上記納入品が、八溝材であることを証明します。 

  令和  年  月  日 

 

 

 

     

備 考  (原木の仕入れ先を記入) 

※ 材積は、長さ×寸法×本数の計算で算出された数値の小数点第３位を四捨五入し、

小数点第２位まで記載する。 
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別記様式第３号（第５条関係） 

 

木 材 使 用 証 明 書 

 

令和   年   月   日  

 

 那珂川町長       様 

 

 

 住 所                 

建設業者 氏 名                 

電 話                 

 

 

 下記のとおり八溝材を使用いたしましたので証明します。 

 

 

記 

 

建 主 名   住 所   

1 建 築 延 床 面 積 (非住宅部分を除く) m2 

2 木 材 使 用 材 積 (新建材を除く) m3 

3 う ち 八 溝 材 使 用 材 積 m3 

4 八 溝 材 使 用 率 ％ 

※１～４の数値は、小数点第３位を四捨五入し、小数点第２位まで記載する。 
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様式第 3 号(第 18 条、第 19 条関係) 

令和  年度那珂川町木材需要拡大事業費補助金交付請求書 

 

金       円 

 

 令和  年  月  日付け那珂川町指令産第  号をもって交付決定のあ

った標記補助金を下記のとおり交付されるよう、那珂川町補助金等交付規則第

18 条の規定により請求します。 

交付決定額 円 

既 受 領 額  円 

今回請求額 円 

残   額 円 

 

                          令和  年  月  

日 

那珂川町長 福島 泰夫 様 

住  所 

氏  名           ㊞ 

関係書類 

 (1) 交付決定指令書の写し又は補助金等の額の確定指令書の写し 

 (2) その他必要書類 

金 融 機 関 名   

支 店 名   

口 座 の 種 別  普通 ・ 当座 

口 座 番 号   

（ カ ナ ）  

口 座 名 義  
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同 意 書 

 

 

 私は、下記の物件について、（補助申請者）          が那珂川町

木材需要拡大事業費補助金を要望、申請、請求及び受領することに同意し、自身

のそれらの権利を放棄します。 

 

記 

１ 物件名  住宅（令和   年   月   日完成予定） 

 

２ 所在地  那珂川町 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

住   所                  

 

氏名（署名）                 

 

 


